


８．発生場所

E23 東名阪自動車道 規制材部品落下事象（第１報）

四日市ＩＣ

落下箇所 ： 東名阪自動車道 下）KP60.95付近

至）伊勢 方面 至）名古屋 方面





１０．事象原因

・ とまるぞー自体にはロープで荷台に固定養生していたが、落下した部品には何も養生されていなかった。加えて、落下し

 た部品自体は飛散防止ネットで養生されていなかった。

・ とまるぞー自体の使用方法は理解していたが、とまるぞーの点検知識はなく、特に部品ごとの破損・損傷していることまで

 は知らなかった。

１１．今後の対策

本日、16：00より緊急安全大会にて検討。
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